
         ドクターヘリ要請基準について      参考資料１－２ 

 

１．「手稲渓仁会病院、釧路総合病院」 

 

 

 

２．「千葉北総病院、川崎医科大学、東海大、長崎医療センター、福島県立医科大、大阪大学」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 出血のうち顔面蒼白や呼吸困難の様相を呈するもの 

２ 意識消失（疼痛刺激でも覚醒しない） 

３ ショック（血圧低下、脈拍上昇） 

４ 心臓、肺の激痛（胸痛） 

５ 痙撃 

６ 事故で閉じ込められ救出を要するような場合、高所からの墜落 

７ はっきり重症とわかる患者、又は負傷者が２名以上いる場合 

例）損傷により体腔が開放になっている。（頭蓋骨、胸腔、腹腔）、大腿骨脊折、骨盤骨折、

脊椎骨折、胸郭の骨折、開放骨折すべて、銃創、刺創、殴打など 

８ 重症出血（創部、消化管、生殖器） 

９ 中毒 

10 熱傷 

11 電撃症、落雷 

12 溺水 

13 歩行者が車等により時速３５ｋｍ以上の速度でぶつけられた場合、又は３ｍ以上にはね

られた場合 

14 その他生命に関わると疑う理由があるとき 

救急現場において以下の項目のいずれかが認められるとき 

１ 生命の危険が切迫しているか、その可能性が疑われるとき 

（意識の異常、呼吸の異常、循環の異常（冷感、冷汗）、胸痛や麻痺） 

２ 救急現場で緊急診断処置に医師を必要とするとき 

３ 重症患者であって搬送に長時間を要することが予想されるとき 

４ 特殊救急疾患の患者（重症熱傷、多発外傷、指肢切断等）で搬送時間の短縮を特に 

図るとき 



３．「久留米大学、聖隷三方原病院」 

 

■「救急ヘリコプターの出動基準ガイドライン」を採用 

（平成１２年２月７日付け総務省消防庁救急救助課長発出・消防救第２１号より）                  

 

○消防防災ヘリコプター保有機関の出動基準 

次の１．～３．のいずれかに該当する場合には、消防防災ヘリコプターの保有機関は、その保

有する消防防災ヘリコプターを出動させ、救急業務にあたらせることとする。 

 

１ 事故等の目撃者等から(１)のいずれかの症例等の１１９番通報があり、受信した指令課(室)

員が､(２)に掲げる地理的条件に該当すると判断した場合 

(１) 症例等 

① 自動車事故 

イ 自動車からの放出 

ロ 同乗者の死亡 

ハ 自動車の横転 

ニ 車が概ね５０ｃｍ以上つぶれた事故 

ホ 客室が概ね３０ｃｍ以上つぶれた事故 

へ 歩行者もしくは自転車が、自動車にはねとばされ、又はひき倒された事故 

② オートバイ事故 

イ 時速３５ｋｍ程度以上で衝突した事故 

ロ ライダーがオートバイから放り出された事故 

③ 転落事故 

イ ３階以上の高さからの転落 

ロ 山間部での滑落 

④ 窒息事故 

イ 溺水 

ロ 生き埋め 

⑤ 列車衝突事故 

⑥ 航空機墜落事故 

⑦ 傷害事件（撃たれた事件、剌された事件） 

⑧ 重症が疑われる中毒事件 

⑨ バイタルサイン 

イ 目を開けさせる（覚醒させる）ためには、大声で呼びかけつつ、痛み剌激（つねる）

を与えることを繰り返す必要がある（ジャパンコーマスケールで３０以上） 

ロ 脈拍が弱くてかすかしかふれない、全＜脈がないこと 

ハ 呼吸が弱くて止まりそうであること、遠く、浅い呼吸をしていること、呼吸停止 

ニ 呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきたこと 

 



⑩ 外傷 

イ 頭部、頚部、躯幹又は、肘もしくは膝関節より近位の四肢の外傷性出血 

ロ ２カ所以上の四肢変形又は四肢（手指、足趾を含む。）の切断 

ハ 麻痺を伴う肢の外傷 

ニ 広範囲の熱傷（体のおおむね１／３を超えるやけど、気道熱傷） 

ホ 意識障害を伴う電撃症（雷や電線事故で意識がない） 

へ 意識障害を伴う外傷 

⑪ 疾病 

イ けいれん発作 

ロ 不穏状態（酔っぱらいのように暴れる状態） 

ハ 新たな四肢麻痺の出現 

ニ 強い痛みの訴え(頭痛、胸痛、腹痛) 

(２) 地理的条件 

① 事案発生地点がヘリコプターの有効範囲(救急車又は船舶を使用するよりも、ヘリコプター

を使用する方が、覚知から病院到着までの時間を短縮できる地域をいう。)内であること 

② ①には該当しないが、諸般の事情(地震、土砂崩れ等によって事案発生地に通じる道路が寸

断された場合等)により、ヘリコプター搬送をすると、覚知から病院搬送までの時間を短縮で

きること 

 

２ １に該当しない場合であっても､事案発生地までの距離等により､ヘリコプターを使用すると

救急自動車又は船舶を使用するよりも３０分以上搬送時間が短縮できる場合 

 

３ 現場の救急隊員から要請がある場合 

 

 

 

 

（注） 

本要請基準による消防機関の出動要請については、出動後、患者の状態が改善され、ドクターヘリが

帰投する場合があっても、要請した消防機関に対し何ら責任を求めるものではない。 

本格的治療の開始時間を短縮する目的のため、少しでも条件を満たすと思われる場合には出動要請が

行われることが必要である。 

 

 

 

 

 


